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つの推計（出生中位、高位、低位）を紹介

する。

一般に将来推計人口として利用されてい

る中位推計（出生中位・死亡中位）では、

合計特殊出生率は、2005年の実績値1.26か

ら2013（平成25）年の1.21まで低下し、そ

の後やや上昇に転じて2055（平成67）年に

は1.26になると仮定している。このような

仮定に基づいて試算すると、我が国の総人

口は、2005年の１億2,777万人から長期の人

口減少過程に入り、2030（平成42）年の１

億1,522万人を経て、2046（平成58）年には

１億人を割って9,938万人となり、ほぼ50年

後の2055年には8,993万人になることが見込

まれている。前回の推計（平成14年１月推

計）では、2050（平成62）年において、合

計特殊出生率は1.39、総人口は１億59万人

になるとされていたが、未婚化、晩婚化等

の影響により、前回よりも一層厳しい見通

しとなっている。

また、高位推計（出生高位・死亡中位）

によると、合計特殊出生率は、2006年に

1.32へと上昇に転じ、2055年には1.55へと推

移する。総人口は、2053（平成65）年に１

億人を割り、2055年には9,777万人になるも

のと推計されている。

一方、低位推計（出生低位・死亡中位）

によると、合計特殊出生率は、2026（平成

38）年に1.03台まで低下し、その後わずか

第2節 人口減少社会の到来

１　将来の人口の見通し

（50年後の我が国の人口）
人口動態統計によると、2006（平成18）

年において、出生数（109万2,674人）と死

亡数（108万4,450人）の差である自然増加

数は8,224人となった。2005（平成17）年は、

現在の形式で調査を開始した1899（明治32）

年以降、統計の得られていない1944（昭和

19）年から1946（昭和21）年を除き、初め

て人口の自然減（対前年（2004年）比マイ

ナス２万1,266人）となったが、2006年は再

びプラスに転じた。

それでは、今後、我が国の人口はどのよ

うに推移していくのだろうか。

国立社会保障・人口問題研究所では、国

勢調査や人口動態統計を踏まえ、全国の将

来の出生、死亡及び国際人口移動について

一定の仮定を設け、これらに基づいて、我

が国の将来の人口規模や人口構造の推移を

おおむね５年ごとに推計している。最新の

「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」

（以下「平成18年将来推計人口」という。）

では、将来の出生推移及び死亡推移につい

て、それぞれ中位、高位、低位の３つの仮

定を設けている11。したがって、３つの出

生仮定と死亡仮定の組み合わせであるので、

９通りの推計で構成されていることになる

が、以下では、死亡中位の仮定として、３

11 出生推移の仮定については、1990年生まれの女性を参照コーホート（ある年齢層のかたまり）として、
結婚及び出生指標に一定の仮定を設け、1955年生まれの年長のコーホートの実績値から参照コーホー
トの仮定値を経て、2005年生まれのコーホートまで徐々に変化し、以後は一定になるものと仮定して
いる。1990年生まれの参照コーホートの結婚及び出生指標は、例えば、平均初婚年齢は、中位28.2歳、
高位27.8歳、低位28.7歳、生涯未婚率は、中位23.5％、高位17.9％、低位27.0％、夫婦完結出生児数は、
中位1.70人、高位1.91人、低位1.52人と設定している。



に上昇を示して2055年には1.06へと推移す

る。総人口は、2042（平成54）年に１億人

を割り、2055年には8,411万人になるものと

推計されている。

さらに、中位推計（出生中位・死亡中位）

では、2055年には、１年間に生まれる子ど

もの数が50万人を下回るといった姿が示さ

れている。

（人口構造の変化）
平成18年将来推計人口をみると、少子化

の進行や人口減少ばかりでなく、我が国の

人口構造そのものが大きく変化していく見

通しであることがわかる。

年齢３区分別の人口規模及び全体に占め

る割合の推移について、中位推計結果をみ

ると、まず年少人口（０～14歳）では、

2007（平成19）年の1,724万人から、2009

（平成21）年に1,600万人台へと減少し、

2039（平成51）年に1,000万人を割って、

2055年には752万人の規模になる。総人口に

占める割合は、2007年の13.5％から低下を

続け、2025（平成37）年に10.0％となり、

2055年には8.4％となる。

次に、生産年齢人口（15～64歳）につい

ては、2007年の8,301万人から減少し続け、

2055年には4,595万人となる。総人口に占め

る割合は、2007年の65.0％から低下し続け、

2021（平成33）年には60％を下回り、2055

年には51.1％となる。

また、老年人口（65歳以上）については、

2007年の2,745万人から、団塊世代が参入を
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第1-1-12図　我が国の人口構造の推移と見通し
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資料：実績値（1920～2006年）は総務省「国勢調査」、「人口推計（各年10月1日現在推計人口）」、推計値（2007～
2055年）は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」の中位推計による。 

　注：1941～1943年は、1940年と1944年の年齢3区分別人口を中間補間した。1946～1971年は沖縄県を含まない。 
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10,020万人 
（初めて1億人台へ） 

1920（大正9）年 
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（最初の国勢調査実施） 

2055（平成67）年 
8,993万人 
※高齢化率：40.5％ 
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12,779万人 
（人口のピーク） 

1945（昭和20）年 
7,215万人 
（戦争による減少） 
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始める2012（平成24）年に3,000万人を上回

り、緩やかな増加を続けて、第二次ベビー

ブーム世代が老年人口に入った2042（平成

54）年に3,863万人でピークを迎える。その

後は減少に転じ、2055年には3,646万人とな

る。総人口に占める割合は、2007年の

21.5％から上昇を続けて、2055年には40.5％

に達する。老年人口自体は2042年をピーク

に減少し始めるが、年少人口と生産年齢人

口の減少が続くため、老年人口割合は相対

的に上昇し続けることとなる。

（都道府県別の人口の見通し）
国立社会保障・人口問題研究所では、平

成18年将来推計人口に基づいて、2005年か

ら2035（平成47）年まで30年間の都道府県

別人口の将来推計も行っている12。この推

計結果によると、今後、人口が減少する都

道府県が増加し続け、2010（平成22）年か

ら2015（平成27）年にかけては42道府県、

2020（平成32）年から2025（平成37）年に

かけては沖縄県を除く46都道府県、2025年

以降はすべての都道府県で人口が減少する

ことが見込まれている。また、2035年時点

で2005年と比べて人口が増加しているのは、

東京都と沖縄県のみであり、それ以外はす

べて減少している。

また、全国人口に占める割合を地域ブロ

ック別にみると、2005年に最も大きかった

のは南関東ブロック（埼玉県、千葉県、東

京都、神奈川県）の27.0％であり、そのシ

ェアは今後も緩やかに上昇し続け、2035年

には29.8％に達する見込みである。一方で、

そのほかの地域ブロックの占める割合は横

ばいないしは減少となっている。

次に、年齢別人口の推移をみると、年少

人口及び生産年齢人口については、すべて

の都道府県において減少し、各都道府県の

総人口に占める割合も減少傾向となってい

る。一方で、老年人口については、2020年

まですべての都道府県で増加となっている

が、老年人口の増加率はおおむね縮小傾向

にあり、2020年以降は老年人口の減少県が

あらわれる。ただし、老年人口が総人口に

占める割合は、年少人口及び生産年齢人口

が減少するため、各都道府県とも今後一貫

して増加し、老年人口割合が30％を超える

都道府県は2005年時点では一つもないが、

2020年には31道県で30％を超え、さらに、

2035年には44都道府県で老年人口割合が

30％を超える見込みとなっている。

なお、市町村の老年人口割合をみると、

現状においても、76の町村が40％を超えて

いる（全体の約3.4％）。

12「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」では、ある年の男女・年齢別人口を基準として、
ここに人口動態率や移動率などの仮定値を当てはめて将来人口を計算している（コーホート要因法）。
各都道府県別にコーホート要因法によって将来人口の推計値をもとめた後、男女・年齢別推計人口の
全都道府県の合計が、全国推計（出生中位・死亡中位）の値と一致するよう一律補正を行ったものを、
最終の推計結果としている。
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第1-1-13表　都道府県別総人口の見通し
2005（平成17）年 2020（平成32）年 2035（平成47）年 

全　国 127,768 全　国 122,735 全　国 110,679
順　位 
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6 

7 
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12 

13 

14 

15 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47

東京都 

大阪府 

神奈川県 

愛知県 

埼玉県 

千葉県 

北海道 

兵庫県 

福岡県 

静岡県 

茨城県 

広島県 

京都府 

新潟県 

宮城県 

長野県 

岐阜県 

福島県 

群馬県 

栃木県 

岡山県 

三重県 

熊本県 

鹿児島県 

山口県 

長崎県 

愛媛県 

青森県 

奈良県 

岩手県 

滋賀県 

沖縄県 

山形県 

大分県 

石川県 

宮崎県 

秋田県 

富山県 

和歌山県 

香川県 

山梨県 

佐賀県 

福井県 

徳島県 

高知県 

島根県 

鳥取県 

12,577 

8,817 

8,792 

7,255 

7,054 

6,056 

5,628 

5,591 

5,050 

3,792 

2,975 

2,877 

2,648 

2,431 

2,360 

2,196 

2,107 

2,091 

2,024 

2,017 

1,957 

1,867 

1,842 

1,753 

1,493 

1,479 

1,468 

1,437 

1,421 

1,385 

1,380 

1,362 

1,216 

1,210 

1,174 

1,153 

1,146 

1,112 

1,036 

1,012 

885 

866 

822 

810 

796 

742 

607

東京都 

神奈川県 

大阪府 

愛知県 

埼玉県 

千葉県 

兵庫県 

北海道 

福岡県 

静岡県 

茨城県 

広島県 

京都府 

宮城県 

新潟県 

長野県 

岐阜県 

栃木県 

群馬県 

福島県 

岡山県 

三重県 

熊本県 

鹿児島県 

沖縄県 

滋賀県 

愛媛県 

山口県 

長崎県 

奈良県 

青森県 

岩手県 

大分県 

石川県 

山形県 

宮崎県 

富山県 

秋田県 

香川県 

和歌山県 

山梨県 

佐賀県 

福井県 

徳島県 

高知県 

島根県 

鳥取県 

13,104 

8,993 

8,358 

7,359 

6,923 

6,008 

5,355 

5,166 

4,884 

3,623 

2,790 

2,706 

2,533 

2,231 

2,193 

2,021 

1,984 

1,934 

1,908 

1,902 

1,864 

1,779 

1,712 

1,595 

1,429 

1,401 

1,323 

1,321 

1,319 

1,298 

1,266 

1,234 

1,115 

1,093 

1,084 

1,055 

1,019 

975 

927 

898 

829 

804 

763 

730 

708 

656 

561

東京都 

神奈川県 

大阪府 

愛知県 

埼玉県 

千葉県 

兵庫県 

福岡県 

北海道 

静岡県 

茨城県 

広島県 

京都府 

宮城県 

新潟県 

長野県 

岐阜県 

栃木県 

群馬県 

岡山県 

福島県 

三重県 

熊本県 

沖縄県 

鹿児島県 

滋賀県 

愛媛県 

長崎県 

奈良県 

山口県 

青森県 

岩手県 

大分県 

石川県 

山形県 

宮崎県 

富山県 

香川県 

秋田県 

山梨県 

和歌山県 

佐賀県 

福井県 

徳島県 

高知県 

島根県 

鳥取県 

12,696 

8,525 

7,378 

6,991 

6,258 

5,498 

4,799 

4,440 

4,413 

3,242 

2,451 

2,393 

2,274 

1,982 

1,875 

1,770 

1,761 

1,744 

1,699 

1,677 

1,649 

1,600 

1,510 

1,422 

1,389 

1,341 

1,127 

1,117 

1,104 

1,103 

1,051 

1,040 

971 

960 

925 

912 

880 

802 

783 

739 

738 

712 

676 

622 

596 

554 

495

（単位：1,000人） 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」 
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2 人口減少による影響

（労働力人口の減少）
上記のとおり、平成18年将来推計人口を

みると、2055（平成67）年には、合計特殊

出生率が1.26、総人口が9,000万人を下回り、

その４割（約2.5人に１人）が65歳以上の高

齢者といった姿が示されている。こうした

人口減少社会は、単純な人口規模の縮小で

はなく、高齢者数の増加と生産年齢人口

（15～64歳）の減少という「人口構造の変化」

を伴うものであり、我が国の経済社会に大

きな影響を与えることが懸念される。

第1-1-14図　都道府県別老年人口割合の見通し

老年人口割合 

35％以上 
30～35％ 
25～30％ 
20～25％ 
20％未満 

2005年 2020年 2035年 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口（平成19年5月推計）」 

北海道　夕張市 

北海道　三笠市 

大分県　竹田市 

石川県　珠洲市 

北海道　歌志内市 

39.7 

38.3 

38.0 

37.3 

36.8

群馬県　南枚村 

三重県　紀和町 

福島県　昭和村 

山梨県　芦川村 

福島県　金山町 

53.4 

53.4 

52.4 

51.8 

51.8

市 町村 

資料：総務省「国勢調査」（2005年） 

（％） 

第1-1-15表　老年人口割合が高い市町村
（上位5団体）
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第1-1-16図　労働力人口の推移と見通し

9,000 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 
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3,000 

2,000

労働力人口（万人） 

（年） 

実績値 推計値 

1990 1995 2000 2006 2012 2030 2050

資料：実績値は総務省「労働力調査」、2030年までの推計値は独立行政法人労働政策研究・研修機構による推計
（2008年2月「平成19年労働力需給の推計＿労働力需給モデルによる将来推計の結果」）、2050年の労働力
人口は、2030年以降の性・年齢階級別の労働力率が変わらないと仮定して、「日本の将来推計人口（平成
18年12月推計）」の中位推計に基づき、厚生労働省社会保障担当参事官室において推計。 

　注：「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2006年と同じ水準で推移すると仮
定したケース。「労働市場への参加が進むケース」とは、各種の雇用政策を講じることにより、若者、女
性、高齢者等の労働市場への参加が実現すると仮定したケース。この推計において、税・社会保障制度等
の労働力需給に与える影響については必ずしも十分に考慮されていないが、こうした制度が変更されるこ
とによって労働力需給に大きな影響を及ぼす可能性があることに留意が必要。 

労働市場への 
参加が進むケース 

労働市場への  
参加が進まないケース 

労働市場参加が進
まず少子化の流れ
を変えられない場合
現在の3分の2弱
に減少 

6,384
6,666

6,766
6,657 6,628

6,180

4,228

5,584

6,426
6,657

4,228

5,584

6,426
6,657

例えば、生産年齢人口が減少することに

伴い、出生数の減少による若年労働力の減

少や、高齢者の引退の増加によって、労働

力人口は高齢化しながら減少していくこと

が予想され、経済成長にマイナスの影響を

及ぼす可能性があることから、中長期的な

経済成長の基盤を確保するためにも、イノ

ベーションの推進を図るとともに、若者、

女性、高齢者、障害者などの働く意欲と能

力を持つすべての人の労働市場への参加を

実現するための仕組みづくりを強力に進め

ることが必要である13。こうした施策を講

じることにより、労働市場への参加が進め

ば、2030（平成42）年時点で6,180万人の水

準にまで労働力人口の減少を抑えることが

できると見込まれている（第1-1-16図参照）。

また、労働力人口の減少が生じると経済

成長にマイナスの影響を及ぼす可能性があ

ることに留意し、中長期的な経済成長の基

盤を確保する観点から、イノベーションの

13 労働力人口とは、15歳以上の者で、就業者及び就業したいと希望し求職活動をしており、仕事があれ
ばすぐ就くことができるが、仕事についていない者（完全失業者）の総数をいう。また、当該年齢人
口に占める労働力人口の割合を労働力率という。



19

第
１
章

平成20年版 少子化社会白書

第2節●人口減少社会の到来

推進を図るとともに、若者、女性、高齢者

など、働く意欲を持つすべての人々の就業

参加を実現することが不可欠である。

また、これから生まれる世代が労働力化

する2030年以降についても、生産年齢人口

の減少速度の加速により、さらに急速な労

働力人口の減少が予想され、若者、女性、

高齢者などの労働市場参加が進まないこと

に加えて少子化の流れを変えることができ

なければ、2050（平成62）年の労働力人口

は4,228万人と、現在（2006年）の6,657万人

の３分の２弱の水準まで落ち込むことが見

込まれている。

（高齢化率の上昇）
少子化の進行による急速な人口減少は、

労働力人口の減少による経済へのマイナス

の影響のほか、高齢者人口の増大による年

金や医療、介護費の増大の影響が考えられ

る。一方で、社会保障制度を支える現役世

代の人口及び総人口に占める割合の双方が

低下していくため、社会保障制度の持続可

能性を図るためには、高齢者に対する給付

内容の見直しや、給付と負担の均衡等の措

置を講じていかなければならない。

さらに、人口減少による社会的な影響と

しては、地域から子どもの数が少なくなる

一方で、高齢者が増加し、特に過疎地にお

いては、防犯、消防等に関する自主的な住

民活動をはじめ、集落という共同体の維持

さえ困難な状況など、地域の存立基盤にも

関わる問題が生じる可能性がある。


